
令和３年度 第１回 東松島市地域支え合い推進委員会 

 
日 時：令和３年６月２９日（火） 

午前１０時００分～ 
場 所：大曲市民センター ホール 

 
 

＜委嘱状交付＞ 
 
１ 開  会 

 
２ あいさつ                     社会福祉法人 東松島市社会福祉協議会 会長    

 
３ 委員及び事務局職員の紹介 

 
 ４ 委員長及び副委員長の選任について              資料 1 
 

  委員長            副委員長           
    
５ 研  修 

生活支援体制整備事業理解のために  
  講 演 テーマ『生活支援体制整備事業と協議体の役割について』 
  講 師 東北こども福祉専門学院 副学長 大坂 純 氏    資料 2 

 
６ 報    告 
  東松島市生活支援体制整備事業の経過について          資料 3 
 
７ 協  議 

医療福祉サービス復興再生ビジョン中間評価について       資料 4 
  
 ８ その他 
  今後のスケジュールについて                  資料 5 
  
９ 閉  会 



東松島市地域支え合い推進委員会委員名簿 
令和 3 年 6 月 29 日現在 

 
◎委 員 長 野崎 瑞樹               
〇副委員長 齋藤 あや子              
NO 氏  名 所  属 区分 

１ 永野 富美子 東松島市役所 総務部 市民協働課 （ア） 
２ 渡邊 智仁 ぱんぷきん介護センター （イ） 
３ 武田 久義 赤井地区自治協議会 （ウ） 
４ 菅原 和範 大曲まちづくり協議会 （ウ） 
５ 熊谷 正彦 矢本東まちづくり協議会 （ウ） 
６  内海 茂之 矢本西コミュニティ協議会 （ウ） 
７ 千葉 美智子 大塩自治協議会 （ウ） 
８  立川 重行 小野地域まちづくり協議会 （ウ） 
９ 二宮 敏美 野蒜まちづくり協議会 （ウ） 

10 小野 孝一 宮戸コミュニティ推進協議会 （ウ） 

11 齋藤 あや子 東松島市民生委員児童委員協議会 （ウ） 

12 熊谷 かぢこ 東松島市レクリエーション協会（ボランティア団体） （ウ） 

13 櫻井 けい子 サポータークラブ虹（サロン活動実践団体） （ウ） 

14 佐藤 充信 東松島市老人クラブ連合会 （ウ） 

15  石垣 武 ＮＰＯ法人 東松島まちづくり応援団 （エ） 

16 松岡 勝久 東松島市商工会 （エ） 

17 野﨑 瑞樹 東北文化学園大学 （カ） 
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平成２９年 ７月 ３日 

東松島市訓令甲第７４号 

 

東松島市生活支援体制整備事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５第２項第

５号に規定する事業（以下「生活支援体制整備事業」という。）の実施に関し必要な事

項を定めることにより、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高

齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。 

（事業の内容） 

第２条 生活支援体制整備事業の内容は、次のとおりとする。 

（1） 生活支援コーディネーターの配置 

（2） 生活支援体制整備に係る協議会（以下「協議会」という。）の設置及び運営 

（生活支援コーディネーター） 

第３条 市長は、地域の住民による高齢者が日常生活を送るための軽微な支援（以下「生

活支援サービス」という。）の体制の整備を推進していくため、生活支援コーディネー

ターを次に掲げる区分ごとに配置する。 

（1） 第１層生活支援コーディネーター 東松島市全域に１人 

（2） 第２層生活支援コーディネーター 市長が別に定める区域ごとに１人 

２ 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。 

（1） 地域に不足する生活支援サービスの創出、生活支援サービスの担い手の養成及び

高齢者が担い手として活動する場の確保 

（2） 個人の生活支援サービスの提供に係る関係者間の連携の体制づくり 

（3） 地域の支援に関する要望と生活支援サービスを提供するものの活動との調整 

（4） その他生活支援サービス体制の整備に関すること。 

（協議会） 

第４条 市長は、特定非営利法人、社会福祉法人、ボランティア団体その他の生活支援サ

ービスに携わるものの間の情報の共有、連携及び協働による生活支援サービスの体制の

整備を推進していくために、協議会を設置する。 

２ 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（1） 生活支援コーディネーターに対する補佐 

（2） 地域の生活に関する要望及び地域資源の把握 

（3） 生活支援サービスに係る企画、立案及び方針策定 

（4） 地域づくりにおける意識の統一 

（5） その他生活支援サービスの体制の整備に関すること。 

３ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（委託） 

第５条 市長は、生活支援体制整備事業を社会福祉法人その他市長が適当と認めるものに

委託することができる。 

（その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この訓令は、公示の日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 
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 社会福祉法人 東松島市福祉協議会 

東松島市地域支え合い推進委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人東松島市社会福祉協議会（以下「本会」と

いう。）が東松島市から受託した生活支援体制整備に係る第１層の協議体及

び本会が推進する地域福祉に係る協議体の設置及び運営に関し、必要な事項

を定めることを目的とする。 

 

（協議体の設置及び名称） 

第２条 協議体は、高齢者及びその他福祉サービスを必要とする者（以下「高

齢者等」という。）に対する生活支援・介護予防サービス（以下「生活支援

等サービス」という。）の体制の整備に関し、東松島市生活支援体制整備事

業実施要綱（平成２９年東松島市訓令甲第７４号）に基づき、定期的な情報

の共有・連携強化を図る場として設置する。 

２ 協議体の名称は、東松島市地域支え合い推進委員会（以下「委員会」とい

う。）とする。 

 

 （委員会の業務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１） 生活支援コーディネーター業務の組織的な補完 

（２） 地域ニーズや既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進 

ア アンケート調査 

イ 資源マップの作成 

（３） 生活支援等サービスの企画、立案、方針の策定 

   ア 生活支援等サービスの担い手の養成 

   イ 地域に不足する生活支援等サービスの把握及びサービスの創出 

   ウ 元気高齢者等が担い手として活動する場の確保 

 （４） 地域づくりにおける意識の統一の推進 

    ア 地域の関係者間の情報の共有 

    イ 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり 

 （５） 情報交換の場、働きかけの推進 

 

 （組織） 

第４条 委員会の委員は、２５人以内をもって組織する。 
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２ 委員は、次に掲げる区分から推薦を受けた者を本会会長が委嘱する。 

  ア 行政機関 

  イ 介護保険サービス事業所 

  ウ 地縁組織、社会福祉法人、福祉団体、市民活動団体 

  エ 公益法人、特定非営利法人、協同組合、民間企業 

  オ その他本会会長が必要と認める者 

 

（任期及び報酬等） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任することができる。 

３ 委員の報酬及び費用弁償は、予算の範囲内で支給することができる。ただ 

し、行政機関及び本会の職員には、支給しない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第６条 委員会に委員の互選により、委員長及び副委員長１人を置く。 

２ 委員長は、委員会の業務を総括し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第７条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、年４回以内とし、委員長

がこれを招集し、委員長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の関係者の 

出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。 

  

 （庶務） 

第８条 委員会の庶務は、本会地域福祉課において処理する。 

 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、本 

会会長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 
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 この要綱は、平成２９年８月１８日から施行する。 

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この要綱の施行後、最初に委嘱された委員の任期は、第５条第１項の規定 

にかかわらず、平成３３年３月３１日までとする。 

 

 

 

 



 東松島市生活支援体制整備事業の経過 

目標 

協
議
体
の
取
り
組
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平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

支
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・
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サ
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ス
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１
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（
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全
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協
議
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設
立 

第
２
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（
ま
ち
協
単
位
） 

協
議
体
設
立 

及
び
協
議
の
場
へ
の
参
画 

市内４地域協議体（赤井・野蒜・大曲・大塩）準備会（矢本東） 

高
齢
者
の
生
活
を
支
え
る 

地
域
活
動
一
覧
作
成 

安
心
サ
ポ
ー
ト
事
業
募
集
開
始 

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施 

通
い
の
場
助
成
金
・
シ
ル
バ
ー
メ
イ
ト
助
成
金
事
業

等
を
通
じ
た
団
体
支
援 

東松島市における高齢者等の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者等の社会参加の推進を一体的に図る。 

小地域目標 ①地域に気軽に参加できる場ができる ②さりげない見守りが展開され、孤立しない地域生活を送る ③地域の互助力を高め、ちょっとした困りごとを解決する 

構成メンバー 

市役所、地域包括支援センター、社協、民生委員 
児童委員協議会、老人クラブ、ボランティア団体 
NPO 法人、地元企業、有識者（年３回開催） 
事業に関する情報の共有、啓発について等を協議 

地
域
支
え
合
い
研
修
会 

 
 

 
 

 

市
内
３
会
場 

・社会福祉協議会支部長、民生 
委員等へ地域活動の聞き取り調 
査を実施。 
・商工会と連携して、会員事業 
所の訪問サービスについて調査。 
 

事
業
説
明
会
の
開
催 

 
 

 
 

 

市
内
４
会
場 

市内自治会、民生委員 
専門機関等へ配布し情報提供 
 

改正介護保険、支え合い活動について研修 

継続して訪問調査をおこない情報を更新 
集いの場、サロン情報の更新 

市内の高齢者を取り巻く状況について（行政説明） 

地域活動を支える支援メニューについての説明会実施 

 

地
域
支
え
合
い 

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
開
催 

コーディネーターが地域活動へ訪問し、 
地域のお宝（支え合い活動）の把握 

サロン活動代表者、参加者 
対象のアンケートを実施 
 

地域活動の情報を交換するフォーラムを開催 

平成 30 年度ポスターセッションとシンポジウム 

令和元年度ポスターセッションで互助活動の重要性啓発 

赤井地域「赤井はひとつ～おせっかい～」福祉に関する自治会との情報交換 
野蒜地域「野蒜地域第 2 層協議体」介護予防・社会参加・生活支援の活動共有 
大曲地域「大曲安心づくり事業部」自治会ごとの支え合い活動について協議 

大塩地域「大塩地域第 2 層協議体」買い物・移動の課題について協議 
矢本東地域「第 2 層準備会」地域内の自治会ごとの情報について共有 
ボランティア団体大鷹会を中心としたサロン活動支援や認知症講演会の支援 
矢本西・小野・宮戸（自治会の協議の場への参画や民生委員との情報交換を実施） 

第 1 層協議体 
の設置に向けた 
要綱の整備 
 
各団体への委員 
の推薦等調整 

令和 2 年度 

専
門
機
関
と
同
行
訪
問
・
ケ
ー
ス

会
議
を
通
じ
た
支
援
ニ
ー
ズ
把
握 

令和 3 年 3 月現在 
利用会員 110 人 
協力会員 31 人 

地
域
支
え
合
い
研
修
会 

 
 

 
 

 
 

市
内
３
会
場 

地域支え合いの本来の意味について 
ご近所福祉クリエーター酒井保氏による 
講演会の開催 

地域支え合い活動事例集作成 



令和2年度の第2層圏域の活動状況
地区名 今年度の計画 実施してきた内容 地域で出来ていること 課題 令和3年度の方向性

【赤井地域第2層協議体（おせっ会）】7回
①赤井地区自治協議会 福祉部会が主催、協議体が共催で全
10自治会と「福祉と健康にかかわる役員等との意見交換会」
開催 計14回
②意見交換会で出された各自治会の高齢者に関わる現状と課
題を整理し、地域でできていること、今後の取組みについて
協議。
③市⺠センターだより“夢⺠”で意見交換会の報告や第2層協
議体活動、コロナ禍におけるフレイル予防についての啓発

【地域支援活動】
①赤井⼩・南⼩学区⺠⽣委員の情報交換会へ参加し、⺠⽣委
員活動や個別相談についての情報収集。
②赤井南⻄地区⺠⽣委員情報交換会(寄り添いの会）に参加
し、気になる方の情報収集を行い東部包括支援センターへの
つなぎ。
③認知症の理解と対応について、赤井南⻄地区「１０５ピン
ピン体操の会」参加者を対象に認知症サポーター養成講座開
催。(8/6）

●支え合いに関する情報交換と地域活動啓発
の継続
●活動の質の向上を目的とした情報交換

野蒜地域
（渡辺）

●野蒜地域協議体との地域アセスメント
●事例発表会や地域資源一覧表の更新による
 地域資源の周知・啓発

【野蒜地域第2層協議体】6回
①コロナ禍において、宮野森⼩ 学校で児童用マスクの予備
が不足しているとの声を聞いた協議体メンバーが協力してマ
スク作成を行うなど協議体メンバー間の協働関係が進んだ。
【地域支援活動】
①地域の集いの場である百歳体操等の活動状況の把握。
②⺠⽣委員の情報交換会へ参加し、地域状況や活動状況の把
握と相談対応。

①８つの自治会区域全てで百歳体操を実施している。百歳体操が
参加者の社会参加の場になっており、またお互いの体調や暮らしぶり
を気にかける機会となっている。
②防災集団移転地では、震災前からのつながりに加えて、応急仮設住
宅で育んだ関係性が⽣かされている。（野蒜ケ丘）
③一人暮らし高齢者の交流会（食事会）を実施。（浅井地区）

①集いの場の運営に関して業務負担が代表者に集中し
て疲弊している団体がある。

②認知症の高齢者に対する地域での見守りのあり方につい
て検討が必要。

①集いの場の運営に関して、代表者が担っている業務内容の確認
を行い、他の人に頼めるところや簡素化や廃止可能なことはないか一緒
に検討する。
②認知症の高齢者への見守りのあり方について、自治会役員や⺠
⽣委員児童委員と、地域包括支援センター等で協議する場をつくる。

●移動課題についての現状把握
●通いの場を通じた地域活動者、キーパーソ
ンの把握
●福祉関係者と地域キーパーソンの情報共有
の機会創出

赤井地域
（本田）

大曲地域
（本田）

大塩地域
（本田）

●地域自治会と地域福祉活動者の連携状況を
知るため情報交換会への参加
●地域活動に出向き、高齢者の現状と課題の
可視化、具体的な活動に関する協議

【大曲地域第2層協議体(安心づくり事業部）】9回
①地域支え合い活動（サロン活動）紹介とフレイル予防の啓
発チラシを全⼾配布。
【地域支援活動】
①大曲地区自治会 福祉推進委員交流会に参加。
②五味倉地区支え合い検討委員会に参加。
③転居が決まった高齢夫婦（包括が関わっている世帯)につ
いて、事前に⺠⽣委員に情報提供を行った。
④サロン活動把握と新型コロナ感染防止対策について啓発。

①移動や買い物支援等に対する地域住⺠のニーズの把握が
必要である。

②協議体で出された今後取り組んでみたい事柄について、
実施に向けた具体的な話し合いが必要である。

③高齢者の支え合い活動について、大塩地域にある福祉関
係者との情報共有が必要である。

①自治協議会、健康福祉部会、市⺠センターと連携し各自治会毎に自治
会役員、⺠⽣委員、ボランティア団体等と情報交換を行い、地域の現状
を把握する。
また、要介護・要支援者の現状について包括支援センターやケアマネー
ジャーから高齢者の現状について情報収集を行う。

②取り組んでみたい事柄について、地域でできる事、市⺠センターや社
協、行政等関係機関とつながってできる事などを整理していき、可能な
事柄から取り組んでいく。

③大塩地域にある福祉施設、特に認知症地域支援推進員との連携を図り
地域の現状に応じた支え合い活動を進める。

【大塩地域第2層協議体】4回
①協議体で地域課題を踏まえ「あったらいいな〜こんな事」
をテーマに、取り組んでみたいことを出し合った。優先順位
ややりやすさなどを考慮し、今後の活動につなげるきっかけ
とした。
②百歳体操実施状況を認知症地域支援推進員活動である「ひ
とこえあいさつ運動」へ情報提供。
【地域支援活動】
①サロン活動への訪問を通じて、地域の支え合い活動状況の
把握とキーパーソンとの関係づくり。
②裏沢地区センター改修に伴い、百歳体操の実施場所を市⺠
センターに移した。送迎は市と社協が行い事業継続支援を実
施。 7/11〜12/23

①らくらく号の利用回数2019.10〜2020.6)は⼩野地区についで2番目に
多く利用されている。
②塩入シニアの会が立ち上がり、地域の環境美化と地域助け合い活動
とし高齢者宅の草刈り等を行っている。今後女性会員を増やし見守り
活動を行う予定。（塩入）
③各サロン団体は、新型コロナウイルス感染対策を行いながらフレイ
ル予防として活動を継続している。また、サロン活動に参加していな
い方の近況について把握。
④地域の支え合いに関心を持っている福祉事業所が、認知症挨拶運動
等を実施。

①各自治会で役員や⺠⽣委員が連携しながら高齢世帯や気になる世帯
の見守り活動。
実例
●地区⽼人クラブと⺠⽣委員、自治会役員等が連携し、資源ごみの回
収時に地域の見守り活動。(柳⻄自治会）
●自治会の班⻑が中心となり“気になる世帯”を把握を行っている。(柳
北自治会)
②各サロン団体は、新型コロナウイルス感染対策を行いながらフレイ
ル予防としてサロン活動を継続。

①自治会は取り組まなければならない事業が多く、役員会
等では支え合い事業について話し合う場や時間が取りにく
い。

②コロナ禍において、益々隣近所や地域住⺠が世代を超え
て交流する機会が少なくなり、つながりの弱さを懸念する
声がある。

①赤井地区自治協議会福祉部会と今後も連携し、各自治会役員や⺠⽣委
員等と意見交換会を継続的に実施し、課題の抽出と、地域で出来ている
事を地域の支援者が意識できるよう、関係課及び社協と連携して、今後
取り組みを支援する。

②福祉部会員と協議体メンバーの情報交換会を行い、地域の課題を共有
し地域活動につなげる。
社協支部⻑（自治会⻑）会議で支え合い活動についての理解を深める。
地域支え合い活動（地域資源）の情報収集と地域での事業やサロン活動
の際に、協議体と連携して活動の紹介をする。

①大曲地域全体で5の付く日に防犯パトロールを実施。パトロールに合
わせて⼩学⽣の下校時の交通指導と高齢者を見守り。
②福祉推進委員を配置し、⺠⽣委員の補佐的な機能を持ち見守りを
行っている。年2回交流会を実施（大曲地区自治会）
③9月に地域支え合い検討委員会を設置し、地域の高齢者の状況につい
て情報共有するとともに、支え合い活動について協議を開始。（五味
倉自治会）
④各サロン団体は、新型コロナウイルス感染対策を行いながらフレイ
ル予防としてサロン活動を継続。

①横沼地区自治会と上納地区自治会の地域支え合いに関す
る考えや思いについて、詳細に把握できていない。

②安心づくり事業部の事業計画に上げられている、高齢
者・一人暮らしの⽣活支援事業に関して話し合いを深める
必要がある。

①まちづくり協議会や福祉部会、安心づくり事業部、市⺠センターと連
携し、各自治会との地域支え合いに関する意見交換会の実施について検
討する。
②地域の高齢者の⽣活ニーズを⽣活支援コーディネーターが、ひがまつ
安心サポート事業への同行や介護支援専門員から情報収集をおこない、
その情報をもとに、高齢者の⽣活支援について協議体で話し合いを進め
る。



地区名 今年度の計画 実施してきた内容 地域で出来ていること 課題 今後の方向性

⽮本⻄地域
(眞籠)

●地域キーパーソン及び地域状況の可視化
●⺠⽣委員・児童委員の情報交換の場の設置

【地域支援活動】
①⺠⽣委員と訪問活動に関する情報交換。
②サロン活動訪問による高齢者の⽣活状況の聞き取りを実
施。

①自治会と⺠⽣委員の連携がとれており、訪問活動での気になる状況
については包括支援センター等専門機関につなげている。
②地域内のボランティア団体が積極的に色んなサロン活動支援や高齢
者の地域⽣活に関する講演会などを開催。

①公営住宅で組織されている自治会内のつながりが弱いた
め、つながりの再構築をする必要がある。
②自治会やサロン等の地域活動での世話役の負担が大き
い。

①公営住宅内の顔の見える関係づくりについて、市⺠協働課と連携し検
討していく。
②自治会役員やサロン世話人へのサポートの継続

⼩野地域
（渡辺）

●新道町内会自治会での住⺠支え合いマップ
 づくり
●事例発表会や地域資源一覧表の更新による
 地域資源の周知・啓発

【地域支援活動】
①新道町内会主催見守り会議への参加を通じた地域⽣活支援
の状況把握。
②サロン活動訪問やサロン送迎（一部地区）を通じた高齢者
の⽣活状況の把握。

①新道町内会では見守り会議を実施、高齢者や地域の気になる方の情
報について専門機関も交えて共有。
②地域内の介護事業所と連携してお茶会等を開催。

①自治会⻑や自治会役員の中でも支え合いに関する意識に
差ががある。
②地域の独居高齢者等の見守りについて、個人情報をどこ
まで共有すればいいか地域住⺠が悩んでおり、地域内での
会議では情報の共有がされない。

①支え合い活動の意義の啓発と、各地区での取り組み状況について調査
する。
②包括支援センターと連携し、地域ケア会議等を通じて地域内の見守り
についての情報共有の機会を積み重ねていく。

宮⼾地域
（渡辺）

●宮⼾コミュニティ推進協議会専門部会への
参画
●⺠⽣委員・児童委員並びに保健推進員との
情報交換会の実施

【地域支援活動】
①百歳体操やサロン活動を訪問して、活動状況や⽣活状況の
聞き取り実施。

①浜ごとのつながりが強く、気に掛ける関係が出来ている。
②漁業が中心の地域であり、漁業を通じた人との交流やつながりが平
時からある。
③お茶会やカラオケ等楽しめる事には自然と人が集まる。
④移動販売が週4日3か所の業者が入っており、その中で気に掛け合う
関係が出来ている。

①東日本大震災の影響で人口減少しており、高齢化率が
40％を超えている。高齢化や世帯構成人数の減少により、
今までの人のつながりや支え合いが無くなる懸念がある。
今後は意識的に地域の支え合いについて考えて行く必要が
ある。

①百歳体操やサロン活動団体に加えて、自治会（まちづくり協議
会）役員や⺠⽣員児童委員などから宮⼾地区の高齢者の⽣活状況につい
て聞き取りをおこない現状を把握する。

①百歳体操サークルやお茶会など、顔の見える関係づくりの取り組み
を実施している。
②百歳体操やお茶会に参加していない、地域内の高齢者がどのような
⽣活をしているか気になっている。
③自治会が中心となり、地域活動や社協支部としての地域福祉活動を
展開している。

①百歳体操サークルやお茶会の世話役や代表者の負担が大
きく、現状のままだとなり手が少ない。
②百歳体操やお茶会に参加していない人の具体的な暮らし
ぶりが分からないため、どのようなニーズがあるのかを自
分事としてとらえる必要がある。
③自治会で取り組む事業が多く、役員の負担が多い状況と
なっており、支え合いについて深く検討する場面を作るの
が難しい状況がある。

①参加者がそれぞれ役割を持って参加する事の重要性の啓発と、自治会
役員及びサロン世話人のサポートの継続。
②地域包括支援センターやくらし安心サポートセンターとの連携の他、
個別ケースに関わっている介護支援専門員等との連携を強化し、地域⽣
活ニーズを積み重ね地域へ啓発していく。
③ボランティア活動で様々な活動をやっている人と、自治会が連携でき
るよう、研修会の開催等を通じ働きかけていく。

①自治会役員やサロン運営者中心に地域内でのサロン活動が運営さ
れ、参加者も楽しんで参加。
②まちづくり協議会でコミュニティづくりの一環としてのお茶会支援
事業を実施している。(お茶会現物助成13団体）
③地域内のボランティア団体（大鷹会）が積極的に色んなサロン活動
支援や高齢者の地域⽣活に関する講演会などを開催。

①自治会役員やサロン運営者の負担が大きく、現状の活動
状況のままだとなり手が少ない。

②サロンの活動費について、現在赤い⽻根共同募⾦の住⺠
支え合い事業助成⾦を利用しているが、助成⾦の財源がな
く次年度以降助成⾦がなくなるので、活動費の捻出方法に
ついて課題がある。

①自治会役員やサロン世話人へのサポートの継続

②市役所の通いの場助成⾦の他、社協の助成⾦の活用やまちづくり協議
会保健福祉部会お茶会支援事業活用による運営。また、一般企業で実施
している助成⾦活用についての情報提供。

【地域支援活動】
①地域サロン活動運営者との運営に関する情報交換。
②地域内ボランティア団体会議への参加による情報共有及び
連携。
③地域のサロン活動や自治会役員への訪問を通じた関係構
築。
④地域ケア会議を通じた高齢者の⽣活状況の把握と専門的な
支援が必要な人の包括支援センター等へのつなぎ。

市全域で共通する項目について

●地域キーパーソンの可視化
●地区⺠⽣委員・児童委員の情報交換の場の
設置
●既存組織と連携した人材育成に係る情報共
有の場の設置

⽮本東地域
(眞籠)



現行計画評価シート 
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医療福祉サービス復興再生ビジョン中間評価/在宅医療・介護連携協議会所掌分（案） 

目指す姿【健康増進】 住民自ら取り組む健康づくり・介護予防活動が、地域全体に広がる 

取組方針１ 楽しみながら、継続的に取り組める健康づくり・介護予防の推進 

実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

１ 健康づくり・介護予防

についての啓発 

（１）健康づくり･介護予防の重要性について周知､広報  Ｂ 

市報による周知、地区健康教室等で健康づくり・介護予防に

関する知識の普及啓発を実施。また、高齢者の健康課題であ

る低栄養・フレイル予防の食に関する冊子を作成、配布し啓

発実施。 

 

 

 

（２）健康教室・保健指導・健康増進センター事業等に

おける啓発 
 Ｂ 

運動教室や地区健康教室等で、健康づくりや介護予防等につ

いて普及啓発を実施。また、健康増進センター事業（ゆぷと）

にて講話と運動実技を通して健康づくり・介護予防に関する

啓発実施 

 

 

 

（３）健康づくり・介護予防への関心を高めるイベント

の実施 
 Ａ 

「ひがしまつしま食べメッセ」を開催し、食を通じた健康づ

くり・介護予防の啓発を実施。Ｒ2 は、新型コロナウイルス

の影響により、健康情報の動画配信に切替えた。Ｈ３０から、

市内飲食店等と連携し、野菜摂取キャンペーン「ひがまつヘ

ルスベジまつり」を開催。また、Ｒ1 より、「健康な食事・食

環境」認証制度を活用し、スマートミールの開発を行い宮城

県初の認証を受けた。Ｒ2 末で4 店舗、14 メニューの認証。 

 

 

（４）生活習慣病予防・重症化予防の実施  Ｂ 

地区健康教室等で、疾病の早期発見や重症化予防について知

識の普及啓発を実施。生活習慣病重症化予防事業（血圧、

HbA1c、糖尿病性腎症）は、Ｈ29 から後期高齢者を対象に

加え、低栄養予防の栄養相談を開始。健診結果のほか、Ｒ2 か

ら導入された健診における後期高齢者質問票の集計結果から

健康課題を把握、資料作成し地区健康教室や出前講座等で啓

発実施。 

 

 

２ 健康づくり・介護予防

の自主活動の推進 

（１）専門職による自主活動の立ち上げ支援  Ｂ 

認知症地域支援推進員等の専門職が、認知症カフェ等の自主

活動を展開。 

 

 

 

 

（２）サロン活動への補助金  Ａ 

東松島市社会福祉協議会がサロン活動への助成を実施。また、

市財源により、いきいき百歳体操の助成を実施。評価期間内

において、活動数の大幅な増加があった。 

 

 

 



現行計画評価シート 
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実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

３ 意欲が持てる付加価
値制度の実施 （１）意欲を高めるポイント制度等の導入  Ｂ 

Ｒ1 から健康ポイント制度を新たに開始。健康づくりや介護

予防の取り組み等でポイントを貯めて応募。健診（検診）受

診を必須とし、インセンティブ付与することで健康づくり・

介護予防の取り組み継続を支援する。Ｒ２は、新型コロナウ

イルスの影響に伴い内容を一部変更し実施することで、参加

者増加に繋がった。 

 

 

４ 介護予防・重度化予防

に対する専門的な支援の

推進 

（１）健康増進センターを活用した運動指導  Ｂ 

健康増進センター（ゆぷと）において運動指導を実施。同施

設の指定管理事業者変更に伴い、現在は未実施。 

 

 

 

 

（２）運動機能向上､もの忘れ予防､低栄養改善等の指導  Ｂ 

宮城オルレ奥松島コース、矢本海浜緑地パークゴルフ場が整

備されたことにより、日常生活を楽しみながら、運動機能向

上につながる機運を醸成。もの忘れ予防については、市内民

間病院が独自事業として展開。 

 

市政策として、低栄養改善よりメタボリックシンドローム

対策を優先。栄養士と連携し、指導の機会や普及啓発を強

化する。 

（３）高齢者のフレイル対策（通いの場等における口腔

ケア等） 
 Ｂ 

出前講座、いきいき百歳体操によりフレイル対策を実施。

H31 には、かみかみ百歳体操評価事業（小松台、中区、沢田）

を実施し、口腔機能の重要性を参加者へ周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現行計画評価シート 
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取組方針２ 健康づくり・介護予防と地域づくりとの一体的な推進 

実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

１ 地域の状況に応じた

健康づくり・介護予防機会

の創出 

（１）健康づくり・介護予防につながる社会資源の情報収

集と課題抽出 
 Ｂ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を3 名配置し、取り組みを実施。 

 

 

 

（２）健康づくり･介護予防に関する地域特性の周知､広報  Ｂ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を3 名配置し、取り組みを実施。紙媒体にとりま

とめ、第2 層協議体等関係者へ周知している。 

 

 

 

（３）地域の状況に応じた健康づくり・介護予防の実施  Ａ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を中心に実施。小地域単位での活動が活性してお

り、70 自治会の内、会食・茶話会活動66、体操・健康活動

63、見守り活動67 の実績。多くの地域活動の設立支援に取

組んだ。 

 

 

２ 子どもから高齢者、障

がい者等も参加できる通

いの場の充実 

（１）「いきいき100 歳体操」等の拡充  Ａ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を中心に実施。小地域単位での活動が活性してお

り、70 自治会の内、会食・茶話会活動66、体操・健康活動

63、見守り活動67 の実績。多くの地域活動の設立支援に取

組んだ。 

 

 

（２）市民センター･集会所等を活かした通いの場の創出  Ａ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を中心に実施。小地域単位での活動が活性してお

り、70 自治会の内、会食・茶話会活動66、体操・健康活動

63、見守り活動67 の実績。多くの地域活動の設立支援に取

組んだ。 

 

 

（３）地域住民の誰もが参加しやすい場の創出  Ａ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を中心に実施。小地域単位での活動が活性してお

り、70 自治会の内、会食・茶話会活動66、体操・健康活動

63、見守り活動67 の実績。多くの地域活動の設立支援に取

組んだ。 

 

 

３ 健康づくり・介護予防
ボランティアの育成 （１）健康づくり・介護予防ボランティアの育成  Ｂ 

市社協によるボランティアセンター運営、登録団体助成等に

より育成を実施。有償ボランティア事業（ひがまつ・安心サ

ポート）にも取り組んでおり、インフォーマルによる住民参

加の生活支援サービスの開発にも着手。 

 

 

４ 社会活動の継続・促進

（就労・生涯学習・地域活
（１）老人クラブ活動の支援  Ｂ 

３２クラブ９４１人（Ｒ２実績）が老人クラブ活動を実施し

ており、市補助金を財源に、事業費補助を実施。事務局は、

市社協。 
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実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

動） 

（２）生涯学習､地域活動等の取り組みへの支援  Ｂ 

市内各市民センター８か所を拠点に、まちづくりの基盤とな

る住民同士の繋がりや地域あるいは社会への学習意欲、課題

意識を創出する生涯学習事業・社会教育事業を実施。また、 

地域まちづくり交付金を地域の活動団体に交付し、活動を支

援している。 

 

市民の自発的な生涯学習、地域活動を促すため、人材育成、

団体サークルの育成を行う。 

 

（３）シルバー人材センターや地元企業との協力による就

労の場づくり 
 Ｂ 

一般社団法人東松島みらいとし機構（愛称：ＨＯＰＥ）が、

生涯現役促進地域連携事業補助金（厚労省）の採択を受け、

Ｈ29 からＲ１まで実施。認知症フォーラム等を開催。 

 

 

商工会、社協、シルバー人材センター、商工観光課等と連携

し、高齢者雇用の事例紹介や情報発信を通じた就労の場づ

くりを推進する。 
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目指す姿【支え合い】 住民同士の絆を大切にし、互いに支え合う力（地域力）を高める 

取組方針１ 地域住民による支え合いや多様な生活支援サービスの充実 

実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

１ 地域の自主活動の活

性化 

（１）次世代の担い手､リーダー人材の育成支援  Ｂ 

市民センターが地域自治組織、地区自治会からのまちづくり

事業の相談受付、イベント開催支援を実施。その他、教育、

福祉、防災等の他分野について地域自治組織の対応が求めら

れている。 

令和２年度に市内に総務省の制度を活用し３人集落支援員を

配置し、地域自治組織の事務局業務を支援。 

 

少子高齢化、人口減少等を踏まえ、市民協働課、市民センター、

地域自治組織、地区自治会が地域毎の課題、理想の姿を共有し、

市民協働のまちづくりについて共通認識を持てるよう機会の

創出、意見交換を行う。 

市内の地域活動の好事例を横展開できるよう集落支援員、復興

まちづくり推進員との連携を強化する。 

（２）住民主体の自主運営の仕組みづくり  Ａ 

生活支援体制整備事業において生活支援コーディネーター

（ＣＳＷ）を中心に実施。小地域単位での活動が活性してお

り、70 自治会の内、会食・茶話会活動66、体操・健康活動

63、見守り活動67 の実績。多くの地域活動の設立支援に取

組んだ。 

 

 

（３）ボランティアポイント制度等の導入  Ｃ 

具体的な検討なし。情報収集にとどまる。なお、厚労省が、

Ｒ3.3 に「ボランティアポイント制度導入・運用の手引き」

を発刊。 

 

多機関連携による部会を立ち上げ、事業ニーズ分析、費用

対効果、事業適正規模、システム構築等、調査・研究及び導

入検討を実施。 

（４）生活支援サービスボランティアの育成  Ｂ 

（再掲）市社協によるボランティアセンター運営、登録団体

助成等により育成を実施。有償ボランティア事業（ひがまつ・

安心サポート）にも取り組んでおり、インフォーマルによる

住民参加の生活支援サービスの開発にも着手。 

 

 

２ 多様な主体による生

活支援サービスの創出 

（１）生活支援コーディネーターの配置  Ａ 

Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。地域資源

や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まちづくり協

議会等との連携により、第 1 層協議体、第 2 層協議体の設

置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニーズに

対応した地域活動支援を実施。 

 

地域包括支援センター、認知症地域支援推進員等、市内関

係者との連携、まちづくり協議会との連携強化に取り組む。

また、利用者とサービスのマッチング、生活支援サービス

開発等を強化する。 

（２）生活支援サービスの創出およびネットワーク化  Ａ 

（再掲）Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。

地域資源や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まち

づくり協議会等との連携により、第1 層協議体、第2 層協議

体の設置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニ

ーズに対応した地域活動支援を実施。 

 

（再掲）地域包括支援センター、認知症地域支援推進員等、

市内関係者との連携、まちづくり協議会との連携強化に取

り組む。また、利用者とサービスのマッチング、生活支援サ

ービス開発等を強化する。 

（3）（仮称）生活支援協議体の設置  Ａ 

第1 層協議体（地域支え合い推進委員会）を設置、第2 層協

議体は、まちづくり協議会8 地区のうち、4 地区で設置済、

1 地区で設置準備、３地区で設置検討中。 

 

第1 層協議体（地域支え合い推進委員会）、第2 層協議体、

小地域（自治会）それぞれの関係性を整理し、実効性の高い

仕組み構築を目指す。各まちづくり協議会との関係強化、

地域包括支援センターとの連携し、地域ケア会議の積極的

な活用による地域課題の解決に取組む。 
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実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

３ 見守りを必要とする
人を支えていく仕組みづ
くり 

（１）地域住民による見守り体制の構築  Ｂ 

地域住民によるゆるやかな見守りは、コミュニティ機能の一

部として、取組み継続中。比較的新しく造成された住宅団地

や公営住宅において、第2 層協議体、小地域の仕組みを活か

した取組みを支援。あおい地区会等、地域住民が主体となっ

た見守り活動の取組み実績有り。 

 

市民協働（市民協働課）の取組みと連動し、コミュニティ機

能の維持、コミュニティの醸成に取組む。地域住民に対し、

各部署からのアプローチが重複しないよう配慮する。 

（２）民間企業との高齢者見守り体制の構築  Ｂ 

いしのまき農業協同組合、株式会社セブンイレブンジャパン、

日本郵便株式会社と見守り協定について締結済。 

地域住民と連携して見守りの取り組みを実施。 

 

 

 

（３）緊急通報システムやGPS 付き機器等を活用した見

守りシステム導入 
 Ｂ 

見守りが必要なひとり暮らし高齢者等へ家庭用緊急通報機器

を貸与することで、日常生活上の安全の確保と精神的な不安

解消を図った。また、令和２年度から事業対象者を「ひとり

暮らし高齢者」から、「高齢者世帯」へと拡げて実施。 

 

 

（４）災害時避難行動要支援者台帳の整備と見守り事業へ

の活用 
 Ｂ 

災害時に地域の支援を必要とする方の名簿（要支援者名簿）

を整備し、地域団体等に提供、地域における避難支援体制づ

くり及び平時の見守り事業活動に活用している。 

 

 

災害対策基本法の改正（Ｒ3.5）等、社会情勢の変化を踏ま

え、災害時避難行動要支援者台帳の名簿更新等運用面につ

いて、福祉課、防災課を中心に検討を行う。 

４ 移動・外出手段の確保 

（１）公共交通機関の利用促進  Ｂ 

本市の公共交通機関であるＪＲ仙石線のバリアフリー化を含

めた利便性向上のため、東日本旅客鉄道株式会社仙台支社に

対し、継続した要望活動を実施。駅利用の利便性向上を図る

ため、駐車場等の確保及び整備を実施 

 

ＪＲ仙石線矢本駅改修等の環境整備を図り、利用を促進す

る。 

（２）外出支援サービスの利用促進  Ｄ 

移送用福祉車両で利用者の自宅から市内の医療機関への送迎 

を実施。登録利用者２名（Ｒ２実績）。利用促進に至らないこ

とから、令和２年度に外出支援サービス事業を廃止。（代替事

業：障害者等福祉交通費助成事業へ移行。） 

 

 

（３）交通部門と協力した自動車運転の安全確保  Ａ 

多発している高齢ドライバーの交通事故防止対策の一環とし

て、免許返納者などに対し、予約型乗り合いタクシー「らく

らく号」の割引制度をＲ２より開始。延べ免許返納者 265

人。 

 

 

（４）歩行･移動補助具の利用促進  Ｂ 

介護保険の給付サービスによる福祉用具等の利用について、

包括支援センターと連携しながら利用を促し実施している。 
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取組方針２ 生活支援サービスのコーディネート機能の充実 

実施内容 主な取り組み 

→ 

これまでの評価 平成２９～令和２年度に取り組んだこと 
令和３年度～７年度の方向性 

（予定） 

A＝予定以上 

B＝予定通り 

C＝予定未満 

D＝上記以外 

※評価の根拠（理由）を念頭に置き、特段の活動や大きな状

況変化などを記入。 

※目指すことと、そのための活動を記入。現行内容と同じ

場合は記載しない。 

１ 住民による支え合い

や地域活動などの取り組

みの見える化 

（１）住民による地域活動や生活支援サービスに関する

社会資源の見える化 
 Ａ 

（再掲）Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。

地域資源や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まち

づくり協議会等との連携により、第1 層協議体、第2 層協議

体の設置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニ

ーズに対応した地域活動支援を実施。 

 

 

（２）生活支援サービスに関する社会資源の周知  Ａ 

（再掲）Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。

地域資源や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まち

づくり協議会等との連携により、第1 層協議体、第2 層協議

体の設置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニ

ーズに対応した地域活動支援を実施。 

 

 

（３）生活支援サービスの関係者への周知  Ａ 

（再掲）Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。

地域資源や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まち

づくり協議会等との連携により、第1 層協議体、第2 層協議

体の設置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニ

ーズに対応した地域活動支援を実施。 

 

 

２ 生活支援サービス等

と利用者のマッチング 

（１）生活支援サービス等とニーズのマッチング  Ｂ 

（再掲）Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。

地域資源や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まち

づくり協議会等との連携により、第1 層協議体、第2 層協議

体の設置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニ

ーズに対応した地域活動支援を実施。 

 

（再掲）地域包括支援センター、認知症地域支援推進員等、

市内関係者との連携、まちづくり協議会との連携強化に取

り組む。また、利用者とサービスのマッチング、生活支援サ

ービス開発等を強化する。 

（２）生活支援サービス等の利用者に対する生活相談の

実施 
 Ｂ 

（再掲）Ｈ30 より生活支援体制整備事業により3 名配置。

地域資源や地域課題の収集、可視化に取り組みながら、まち

づくり協議会等との連携により、第1 層協議体、第2 層協議

体の設置、運営支援、小地域（自治会）における生活支援ニ

ーズに対応した地域活動支援を実施。 

 

新型コロナウイルスの影響により、様々な情報共有ツール

が社会実装された。ケアマネージャーや民生委員が情報に

アクセスする手法を検討する。 

 

 



第1層 第2層

資源の把握・可視化
サロン活動への訪問聞き取りを等を
実施し、地域アセスメントシートの作
成

● ●

支援ニーズの把握・可視化
地域包括支援センター等と連携しな
がら個別ケースと関わり把握・可視
化

●

支援対象者及び世帯の把握と可視化
地域包括支援センター等と連携しな
がら個別ケースと関わり把握・可視
化

●

地域ケア会議への参加
地域ケア会議に参加し、地域自治会
長や役員、民生委員とのつなぎを実
施

●

ニーズとサービスのマッチング
専門機関及び地域活動の紹介をおこ
ない、ニーズマッチングをおこなう

●

不足するサービスの整理と創出 ●

高齢者の活躍する場の確保と創出 ●

福祉専門部会等との連携・連動
各まちづくり協議会の福祉系部会員
及び部会担当職員と情報交換の実
施

●

活動の広報 広報物の作成
ふれあいねっとへの活動掲載や高齢
者を支える地域資源一覧及び活動事
例集作成を通じて広報をおこなう

●

地域包括ケア推進会議 ●

在宅医療・介護連絡協議会 ●

認知症ケア連携会議 ●

第1層協議体の運営 地域支え合い推進委員会の運営
第1層地域支え合い推進委員会の運
営と第2層の状況や活動について共
有

●

第2層協議体連携事業フォーラム及び研修会の開催
地域支え合い活動推進を目的に地
域活動の紹介及び研修会の開催

●

赤井地域での活動 ●

大曲地域での活動 ●

矢本東地域での活動 ●

矢本西地域での活動 ●

大塩地域での活動 ●

小野地域での活動 ●

野蒜地域での活動 ●

宮戸地域での活動 ●

第2層協議体の運営

包括ケア推進に係る
会議等への参画

地域単位での活動
コ
ー

デ

ィ
ネ
ー

タ
ー

の
業
務

協
議
体
の
運
営

各地域単位での取り組み
地域単位での取り組み

（自治会福祉活動支援、第2層協議体の運営）

９月 １０月 １１月 １２月 １月４月 ５月 ６月 ７月 ８月具体的な取り組み
役割

東松島市生活支援体制整備事業　令和3年度事業計画について

２月 ３月

各エリアの協議体や地域サロン等で
聞き取りをおこない地域アセスメント
の実施、地域との協議を通じて資源
開発をおこなう。

地域包括ケアシステム推進組織の会
議へ参画し、他会議体のつながり作
りを実施

内容項目

年度集計

ワーキンググループ立ち上げ
参加団体調整、講師調整 チラシ作成・案内発送11月上旬～中旬開催

6月29日第1回委員会 9月下旬第2回委員会 2月下旬第1回委員会

上半期集計←随時実施→

←随時実施→

←随時実施→

←随時実施→

←随時実施→

←随時参加→

←随時実施→

←毎月社協だより「ふれあいねっと」で→

←随時実施→ 上半期集計

年度集計

年度集計

上半期集計


